
第 2号:様式 (垂 )― ①

(単体発注 。事後審査軽)

那覇港管理率B^合一般競争入札公告第 33号

地方 白治法 〔昭和22年法律第67ゆ 第E34:条 第 1項の規定にrkり 、 ^段競争入札 (以下「入札Jと いう。)

を次のとお り実施するき

今和S年8月 I鬱 口

邸裏迷管理糸h合管理者 土城

1 人札に付する事項

(1) 業 務 名 淮手頭地下駐車場泡鴻大設備更新設計業務奏託 (1く 6)

治尤ゝ豆ミ地 ド駐車場(2) 履   行   場   所

泡消火設備更新の設計業務(3) 業 務 内 容

(4) 壌   行   期   開 契約締結 郵の翌 日から180日 関

(5) 設 計 金 額 3,097,600円 (乱込)

(fⅢ ) 資 格 審 査 方 法 :摯:後審査型 ※本業務 |ま h競争参熟姿格の審容を入本と執行後に行う.

(7) 最 低 鋼 眼 極 格

本入札案件な、最低制限価格が設定されフているため、最低制限価格未満の入札者 |■

落本と者となることができないc

※「那覇港管理組合が発注する奄設工事等に係る最低幸li限価格取扱要叡」

(https://nahaport.こ p/busi ness/【‐ontra(ェ t/)

※本業務の予定価格 |ま左記 t二 示す設計業務奏託等技術者単価

を適用 して積算 してお り、人本L参カロ者は同半他を適加 して見

積 りを行い入
=と

すること.

令和6年3月 設調・業務
委託等技術者単福(8) 適 用 す る 技 術 者 洋 価

議会議決

本業務は、議会の議☆に付すべき契約及び財産の取得又は処分
に関する条例第 2条の規どに基づき、議会の同意の議決を要す

るため、落札決定後は仮契約を締締 士́′、議会の口l意の議決を経
て通知したときに本契約となる。

準備手続き
(予算成立毒1)

本手続きは、次年度当初 (補正)千算京立を前握とした年度謝

始 (予算成立)前ちヽらの準備手続きであり、予算成立後に効力

を生じる事業である。従つて、議会において当初 (補正)予算

案が否決された場合 !ま 、契約を締結 tソ

'な
い。また、次年度当初

(補正)予算成立後においても、国に文出金に係る交付申講等
の手続きの関係 li、 入

=と

を延別する場合がある。

準備手続き

(交付決定苗)

本手続き
`ま

、囲庫支歳全に係る予算使用を前撮とした事前準備

手続きであり、交付決定後に勃力を生 じる事業である。社つ

て、交付申譜等の手続 きの関係 に、入本とを廷期する場合があ

る。

本手続きは、議会における繰越承認を前提とした事前準備手続
きであり、議会承認後に効力を生じる事業である.従つて、議

会において本業務に係心予算の繰越承認が否★さ淑,た 場合は、

入札を延期叉:な 中Iにすることがある。また、予算の繰継承認後
におい・(も 、4車 1文 出金に係る様越 (望債)手続きの関係上、
入札を延製する場合がある。

準備手続き

(繰紘承認講)

債務負担市す為業務
本業務1ま 、償密兵担行為に係る契約の特員1の適用を受ける業務
である。

(9)

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 制 度 等

(※本案件 |ま 、右表のう

ち、9印 を付 した幣1度等の

適用がある。 )
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2 入札参加資終

次にどめる要持をすべて消たしている有資格業者であること。

(1) 業 種 区 分 建築関係 コンサルタン ト

令和6'7年度 ガト覇港管理組合の法1量・建設コンサメチタン ト等業登録業

名持において、左記の傘録を有するもの。

暖冷房、待生、電気、機紋般備嶺
算文は電気設備嶺算のいずれか

(2)

側葉・建設コンすルデント

等人札参加資格ネ簿雛録年
藍

(3) 登 録 業 種

(4) 地方 白治法施行今壽 16=条 の1の規定に該当しない者であることc

(5) 人本Lヨ から当該姿託の暮札決定 躙までの間において、期
`覇

港管理社合の指名停止措報を受す|て いないこと,

(fⅢ )

会社更生法 |こ基づき更生手続 き開始の申立てがなされている者又は民事再生法ここ基づき再生手続き開始の申立

てがなさオ1,て とヽる者 (手続き開始の決定後、人オと参加資格ゆ再認定を受けている考を除くぅ)ではないことし

(7)
警慕当島から、暴力国員が実質釣ここ経営を支配する建設業者又はこれここ準ずるものとして、那覇港管理井「合発

注T事等からの排除要請がありヽ当該状況が継統 t´ て́いる者でないこと.

(8)

入札に参加 しようとする者の問に以下の鼻準のいずれィかに該当する関係がないこと.

なお、以 下の粥係がある場合に、辞選する者を表めるために当事帝間で連絡を敢ることは、】h覇港管理組合競争

契約入札心待第 3条第 】項ゐ規定に抵触するものではない。

ア 資本関係

次のいずれかに該当する二者の場合゛

(a)子会社等 (会社法 (平成 17年法律第36場^)第 2条第 3号→ 2:こ規定する子会社等をい う。以 下劇じ。

と親会社等 (膊条嘉 4号の 2に規定する議会社等をいうc以下翼じc)の 関係にある場 合

(ら,税会社等を同じくする子 :会社等 ,ll士 の関係にある場合

イ 人的関係
次のいずれッかに該当する二者の錫合。ただとン、 (1)に ついては、会社等 (会社法施行規則 (平成18年法務

省令第 1£ 号)第 2条第 3項第 2をに規定する会社等をいう。以 ド同じっ)の 二方が民事再生法 (平成11年

法律第2互5号)第 2条第 4号に規定す冷再生手続が存続中の会社等又は更生会社 (会社更生法 (平成14年

法律第15峯 号̂)第 2粂第 7項 :こ 規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

(a)一方の会社等の投員 (会社法施行規貝む壽 E条第 3項第 3号に規定する投員のうち、次に掲iずる者を
いうし以 ド同じっ)が、他方の会社等う役員を魂に栄ねている場合

1)株式会社の取締役。ただ t_′ 、次に掲げる者を除く。

③会社法第2条第11号 の21こ規筵する監査等委員会設計会社における監容等委員である取締投

②会社法第 2条第12号に規定する持名委員会等設置会社とにおける取締役

③会社法第 2条弟15号に規定する社外取締役

④会社法第348条第二項とこ規定する定款に射段の定めがある場合により業務を執行モンないことと

さオ1メ てセ`る取締役

2)会社法第402条 に規定する指名委員会等設置会社の執行役

3)会社法第575条第 1唄に規定する持分会社 (合名会社、合資会社又|ま今同会社をいう。)の社_員

(同法第590条第二項に規定する定款に別段め定めがある場合により業務を執行 しないこととされ

ている社員を除く。)

4)組合の選事

5)そ の他業務を執行する者であって、 1)か ら4)までに:をげる者に準ずる著

(b)一方の会社等の殺員が、他方の会社等の民事再生法葬拠条第2項又は会社更生法第67条第 1項の規定tこ

より選任さを1,た管財人 (以 ド■tこ管財人という.)を現に栄基ている場合          ´

(c)^方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現とこ兼ねている場合

, その他の入れの適工さが離害される皇1認められする場合

組合 (共 i司 企業体を含む.)と その構成長が日二の入札に参加 している場合その他 L記ア又はイと劇視

しうる資本関係叉は人的関係があると認められる場合む

(9) 域   要
煮f、 浦添澪f、 糸満ギf、 、豊見城‖f、 前城澪f、 前風原町、人重瀬 H+、 与爵L原町、宜野沿

市、西原町内に本店があること。
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(10)

業
務
英
績

対 象 期 FF]

自  耳守戎26r早 4月 1日 左誰の期苗為に ド記の対象業務を議負い、完成 ,引 旗しが

完了した業務実績を有すること「三  令森6年 3月 30日

対 象 委 託

業  種 :暖冷房、符生、電気＼機械設備積算又は電気設備積算のいず漁′か。

業務恭容 :次のいずを1.かに該当する業務であることし

(a)暴本設計業務 (新集又は政鍵叉燃改修 )

(b)英施設計業務 (翔千集又ほ鼓集又な鼓修 )

うと注 着 :回て県、他の地方公共団体 (章 1)、 その他の公共団体 (■ 2)、 又ti独立行政

法人等 (※ 3).

※ユ 他の地方公共団llヽ「 k、 地方自治法

“

規定する普通雄方公共団体及び待川!地方公共団体ないう→
※2 その也の公共団体は(公共二i合 (健康保隙統合、二越臣画整理イに合、土地故良区、農美〕こ済雑合

等)、 営造物法人 (公庫、公コ、事業団)、 地方i公社 (土地開発公社、豊定住締公社、道埓公
■l)をいうる          !

※3 独立行政法人等t主、独立行政法人、地方淑立行政法人、囲立大学浪人、公立大学法人、地方共同

法人をいう。

考備
設計・共頁体の構成員としての業務実績は、里資比率20粍以上の竜)の に限り央1象 とす

るぃ

(11)

肥
置
予
定
技
術
者

備 考

次に掲げる要件を満たす管理技術者を当該業務に配‖することができること◆

ア

イ

ド′

上記の業務英績のある者を本業務に配置できることG

lllE置予定ユ党術者こと)っ ては、入札 脚言擁こ3か月以 liの 直:娑的かつ恒常的な雇用開

係があること◇
建築設備土＼技術上 (機械群粥 (選 11く季I日 を 言流体工学」、 「熱二芋」溢するもの

とこ限るち )、 上 ド水道都 F尋 、待生工学謝;r与 叉は総今技術監理部門 (選択科 剛を 訂筑体

工学」、 三熟工学ど又は li下水道蔀閣若 しくは衛生工学部 F号 とするものに限

る。 ))、  級建築十、設備設計 級建築士、 デ級督工事施工昔凱使士の資格のいず

れかを有することc

(12) 取 抜 け 案 件

以下の業務を落札 した者は、本業務 '′

'う 落礼者 となることはできないぃ
う該当無 と′

3 設計図書等の配布、質問及び国答

設 計 園 書 等 の l'l・

コ粕j

期 問 白 令森6年 3月 19日 (月 ) 至 令和6年 3月 30日 〔金)

配  布  方 法 那覇避管理XL合ホームペ‐‐ジにて配布する。 (hと とps://■瓜lapor t.jp′ )

配 布 場 所 `

問 い 合 せ 先

那覇市通堂町 2番 1号  3増
ガh耕港管理組合 総務部 総務譲 鱒

‐
務班

ロヨ言行  C93-363-2573

賢 岡 ・ 回 答 理 閥 等

(1)人 札・契約手

続 に関す る こ と

那期 耐f通常日,2番 1料・ 3階

那朝港管理細合 総務部 総務報 影務4
樫ヨ言苦  ()98-3GⅢ 3-2573     FAX  O'3-363-2Gぅ 2,

(2)li記 (1)以 外

に 関 す る こ と

那覇市通些町 9番 1号  2幣
房I義港骨寒組合 全面賄設部 計画建設諜

電話 093-363-0386

提 出 期 間
麹 令和6年8月 二9露 (月 ) ～  T令 稗6■3月 27層 〔火)

と記理闘の上翔及び視解を除く律用、 9時から17寺まで。

提 出 場 所 上記 (1)|こ 同 じc

撻 幽 方 法 篭送 (融X又はメ‥ル (3。こ新tin pヽぉatstimahaport,jp〕 )又 ti持参

回 答 方 法
ガh季港管理組合ホームベージ (れ t tl〕 sツ /nahal)ol｀ こ,,|:ラ メ,及び上記 (1)に

おいて、以下の期間、聞覧に供する.

国 答 期 間
rll答 日から  令和6年 9月 2臣  (月 )  まで  ‐

ti記井:関の上 日及び祝 輝を除く毎 ‖、 9時からと7時まで◆
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4 資寿終確認 申講普等げ!〉 提出

5 入札手続 き等

資 格 確 認 申 請 普

本沈争の参南‖希望者患、次の再類を報眼内に提出すること。

なお、期眼までtこ提守・iが ない:場合、本競争 !二 参考「することができない。

提 出 書 類
0^般競等人札参カド沓格確認申講書 (第 3号様式)

の返信用封侮 (入礼結果通費「用 (34円 切r井姑付))

提 出 鞘 間
麹  令れ f、年 8ジ119日  (月 ) 至 令和6年 8月 30籐 (金 )

性記幾闘砂土 瀾及び侃 口を珠く毎 日、 9時から16時まで.

提  出 場  11)ヤ

ガト霧蔽通堂髯
J‐ 2香 1サ 3階

那覇港管理組合 総務書る 総務誤 鷲務班

屯語 098-363-2573

提 出 方 法 持参又館郵送 (一般書雪 も tァ く燃鶴易書留)

提  出 部 数 二部

入  札  期  日  等

入  札  方  法

本業務 |ま ミ紙入
=し

たより実施する。

人札書等は、あらかじめ指定する日に配達さオ|′ るよう|こ (「配達日構
定熱I更」)、 「一般書留」又:よ

「簡易書留」のいずれかの方法により郵
送することど持参や普通郵便等で提出された場合、無効とする。

提 出 書 類
0入札書

②業務費内訳書
肥 達 指 定 口

(入 札 日 )

令和6年 9男 2郵  (H)

宛 先

〒9()0-0035  ぷ薪申通監Ⅲ
l・
2-恭 1拳

那覇港管理組合 総務謝; 総務諜 財務班

喧帝舌朴 号 093-3682578

入 札 き に 記 載
す  る 金 額

藩札決定 tと あたうて慧、入札普に記載された金額に当該令顎の100分の

ROに相当する額を導算 とンた金額 (当 該企額に職田未満の端数があるとき

賊、その端数全姿を損 り捨てた金額)を もって落本と福幣とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係 る諜机事業者であるか免税事業考で

あるかと閣わず、見積もつた契約希望金額 lノ_,110分分100に相当する金額

を入札書に記載することc

人 札 に 開 す る

注 意 事  項

ア 入本と書のくじの数宇 (任意の政宇 3桁 )|ま、同額 くじ搬選が発生とッ

た.場合に使用するため、必ず記入十ること。
イ 酉こ達指定 日以外の 層建居いた人札書及び業務内訳書は、受理 とな

とヽ 命

夕 入札書の 日付は、開本と日を記入することり

業 務 費 内 訳 書
の  提   出

ア 第1匹 朝の入札 tこ 燃 し、入札書に記載 される入札金額ここ対応 した業務

費内訳書 (様式 由曲)を提出することじ

イ 業務費内訳書 tと は、4■成年月 日、項 調、員数、単価及び金額を明ら

かにとン、商零‐又 |ま名称並びに住所を記載することり

ウ 業務費内訳書とことよ、代表者印を学

“

葬することc

i管理者 (こ れらのなの補助精を含など)は、提出された業務費内訳
普について説明を求めるこながある.

入 札 の 無 効
本公告に示 と/た 競争参力H資格のなとヽ者の とンた入札、資格確認申請書等ここ虚角の記載を tン た

者のした人本と及び入札に開する条件 tこ連豆した人札は、無効 とする。

入 札 の 辞 赳 等

安格確認申諦書の提出後、都合により入札を辞逮する場合は、開▲L露 時三でに人札詳越燿

を提出することc

また、落札決定までの関に亀の業務を蒸札 したことにより配韓予定技術者を本業務に配‖
‐
することができなくなったときは、直ちに報告すること。業該尋告がなく、本入札ぃ手続き

が芹札決定まで至 r)た場合、指名停止措離要額に基づく括名停土を行 うことがある。
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メ ‐
σう

ア 落札俵:箱者がいない場合意朔札後直ちに再度入本とを行 うので、再度人札にモぅ参細する

場合ユま、開本と時,点 から立ち会 うこと。初度の開札埼に立ち会わない参雄者は禅度入

本とを辞選 したものとみなし、十lli度入札人の参力旧を認めない。

イ 千竜運人が入札する場合は、入札を行 う姶に委任状及び自己のE層鑓を持参すること。

フ 委任状に1ま 、業務名を戴入すること。
エ キ度入札参加者又!ま書度入札参加者の代理入|ま 、当該入札に対する他の再度入札参

力H者 の代理をすら二とはできない。
オ 再夏入札 tま 、 ミ聾砂み とする。

6  Fテす打本と

7 資驀確認資料の提 l∵こと競争参ブJ11資格 fデ:〉 審査

争参加資格がないと認め

られた者が始の理由に対 し

て 不 服 が あ る 場

開   札   ,1 輯 令和6年 9月 3日   (火,   10:OO /人札書の層付

謝   札   場 所
|

那覇港管理紀合 2階大会議室

＼人札者は、開札 ,こ立ち会 うことができる (再 入札た参叡1す る場合は、開札 H寺点から

立ち会 うこと)。

開札後、藩本と者の決定を保留 t.´ 、予定価格の範露内で布助な最低の福幣をもつて入札を

行つた者 (以 ド「落札侯構若」という。)か う崚に競争参力‖査格の審くを行う。落

`と

鉄補者

は、理眼までに資格確認申請普等を提lttlし ない場合、競争参加資格がないものとする.

なお、募札侯構をは上位から頌すと3■ (上41の者と同額の者が複数いる場合 |ま この張りで

|ま ない。)を決定 tマケ資格確認資料を求めるが、適格者が確認できた時′|ミ で、次賑位以降の者
の競争参力情沓格の審4は行わないもy)と する。

通   知   日 令和6年 9月 3ヨ  欲 )17:00 まで (予定)とこ対象業者あて通知する.

提 錦 期 限 令和6年 9兵 5調 〔本)13:00 攻で

提 出 讐 類

0理解とT′ 定技術者の資格等 (様式 1)

② 業務実績 (株式 2)

⑥ 資格確認巾識書 (第 3号様式)の資格確認の各項再に記載 tン た必要書類

提  出 吉る 数 1ヨ

`

原則、持参提 出 方 法

定

施

選

実
の

の構鶴
候

事

札

び

落

及

提   出   先

〒つ0併0035  郎薪Ⅲf逓士目
1‐ 2香 1拳

那覇港管理組合 稔務部 総務誤 財務班

電話番 号‐ 098-868-2578

競 争 参 加 資 格 の 確 認

競争参射合格の確認は、瑚札後、中講辞等の提出薪眼の日をもつて行 うものとし、その結

果は以下の日までに普面により通知する。

今和6年 9月 9用 (月 )(千定)

なお、芹札侯禁者について競争参導資格が確認され′適格帝であることが確認できた場合

ユ■、落札者決定通知をもつて資幣確認4吉果の通知に代えるものとするc

事後審4の結果、落4と披構若が競争参舟査格を満たしていると確認した場合は、当該落ホと

候補者を落札者とするぅまた、その結果は、全入札参力日者に通姉する.
落 札 者 の 決 定 方 法

競争参勇‖資格がないと認めら庁R′ た者は、管理考に刈 t/て競争参執資格がないと認めらオR,た

埋山ここついて説明を求めることができるc

管理者は説り〕を求めふぷメたときtま 、書情を中t立て期限の翌日から起算して 5籐 以内 (体

爛を除く)に説明を求めた者に対し、書面によりШ答する。

提  出 坤〕 隈
競争掛線資格確認結,米の迪魚1を行つた日の翌日から起算とンで5即 以内

(体 口を除く)と 導
｀
る。

提   出   先 那零碁管
'II組

合 総務部 総務諜 財務斑

提 出 方 法
幕聴i(様式曲当)を持参すること。劇

`送

又ti竜送 (メ ールや恥X)に よ

るものiま受け付けない。
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ア 資格確認申請書等の作成及び提出に孫 る費用は、提出者の負担とする。

イ 契約担当者は、提出された弯格確認中議書等について、競争参射査格プ)確認以外 tこ

提 l十 者に無断で使用 しない。

ウ 提「色さオR′ た資格確認申講壽等は、返封1とッない。
工 提出規眼内に限 り、資格確認中講書等の修正、表 t.フ 替え、追加、暮提十1を認める。
オ 提出蒻段を辿ぎた場合、査櫓確認申講書等は受け付けないど
ヵ 資′下各推認申請普等の受逃後、書類内容を審査 し、書類の記載漏れや添付漏れ等が

あつた場合は競争参取資格無 しとな り、芹本と者 となること:■ できないの
キ 資幣確認申講書等 t二虚角の記載を t_′ た場合、補名俸 1と措置要領とこ基づく指名件 Iに

を行 うことがある。

8 入本と保証金及び契約保証金

入 オL朱 証 金

入札保証金の金額等は、現金又は管理者が確実と認める有価証券等をもつて見積る契約金

額の100分の5以上を納付するものとする。ただし、次のいず離夕かに該当する場合は、人本と祭

証金の綿付を免除する。
ア 保険会社との間に組合を被保険者とする人札保前[保険契約を締結とンたとき0

イ 国 (独 立行政法人含む。)又ユま地方公共団体と控の種類及び規模をはぼ囲じくする契

約を締結した実績を/角 し、これものうち過去 2竹年の間に履行期跛の到来した二以上の

契約を全て誠実に嫡行 t/た者.

なお、次の帝は入札 :こ 隣する条件に違反 ,た ものととンて、その人札を無効とする。

(1)理眼までに入́札件証金の率内付、岩 しくはネ内各Iに代わると記ア、イのいずれかとこ係る

書類の提出のない若
(2)入札保証金の4額等がi上記の条件に満たない場合
(3)入札保証金等の納付等に係る書項に不備があつた場合
また、一度提出された入札保誕金の納付等の変更難できないものとするc   

｀

※ 入札択証金を免除した落札者が契約を無ばない場合、損害H許償金として、入札令筆に

消費税及び地方消費税を加えた額の100分の 5を郭璃港管理組合tと知,付 と/な けれ,ばならな

χイにJiり 人札保証金の免除を受ける場合は、様式「地方公共団体等契約状況確認Jを
提出すること。

提 出 鞘 眼 令和6年 3月 30日 〔金)17100 まで

提 出 先

〒900-0035  那覇市通堂IT E番 1号

那覇港管理組合 総務部 総務諜 財務斑

電話番号 09静868-2578

入 札 保 証 金

(現 と 納 付 )

提 出 方 法

ア 「入札保証企納付書発行依頼書』を持参すること

共要事前連絡
イ 社合が発行する納 入́通知書により金融機関で保証企を

納付 し、領収普 (写)を ri記期限ま でに提鵡するこ

と。

入
=し

保離保険証券・ス

化保証書・地方公共FB

鰈学契約状況確認資本I

提 出 方 法
持参又ti郵送 (配建が確認できる方法〔こて送付するこ

と,                         (

保 険 期 聞

保 証 期 間
脚札 四から2ん 月ヽとする.

有 価 証 券 等
受入 日斡・髪入方法等の調整があるので、事説に と記fH当課まで連絡

すること。

契 約 傑 証 金 免除 (那覇港管理糸日合契約規貝こ第 4条第 1項第 9号による)
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蒸札決定後、テクリス等により配離千筵技術者の実績に関する連反の事実等が確認さぷ′た

場合、契約を結ばないことがある。
なお、病気・死亡 Ⅲ退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合(′)外は、登格稔謡

申請書等の差答え,ま認められない。
病気等の特別な理由によりやむを得ず配障予定技術章を変更する場合は、⊇に掲tずる基準

を満たしィ、為ヽつ当初の朧置予定技術者と同等以 との者を配置 tソ
′なtす ればならない。

叢|||1基 .―|_払 l

契約金額の30勇以内

ⅢI●■買
適用あり
/ガト覇港管理組合契約規則第41条の規定同数の範閣内

本業務に係 る契約はt落本と者の決定後、 7用 以内に締結する。ただ tr、 管理者が待に指示

したときはこの限 りではないぃ

本業務の契約締結後、本業務の業務委託料を変更協議する場合及び本業務と関連する

を本業務受注者とlⅢ迪意契角する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算忠は、

務の請負比率 (当 初契約額■当初設計額)を変更業務価格または関連業務の設計額に乗じた

業務

本業

審〔
▼ё4,う 。

テと組合競争入札心得、土木設計業務等委証契約普及び仕様普を熱

説 し、これを通守すること。

入札参カロ者とま、那覇港管
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